
 
社保通信をお届けします。 P1 ...........「 松風ブロック PEEK 」令和５年 12 月より保険適用へ 

P2 ...........日本歯科医師会よりオンライン資格確認についての周知依頼 

※この資料は、岡山県歯科医師会社会保険部検討委員会からの伝達事項です。 

 
 新たに歯科関係医療機器として「松風ブロック PEEK」が 本年 12 月１日より 保険適用される

ことが承認されましたので、取り急ぎお知らせします。 
 

販   売   名 決定区分 主 な 使 用 目 的 

松風ブロック PEEK Ｃ１（新機能） 

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・

製造ユニットとともに、歯科高分子製補綴物

作製に用いる。ただし、歯科用インプラント

又は歯科用インプラントアバットメントの作製に

用いるものを除く。 
 
○ 保険償還価格 

販   売   名 償還価格 類似機能区分 
外国平均価格 

との比 

費用対効果評価 

への該当性 

松風ブロック PEEK 6,150 円 原価計算方式 ― 該当なし 
 

算定留意事項 

Ⅱ 算定方法告示別表第二歯科診療報酬点数表に関する事項 

４ 歯冠修復及び欠損補綴の部に規定する特定保険医療材料の取扱い 

058 CAD/CAM 冠用材料 

（１）略 

（２）CAD/CAM 冠用材料（Ⅲ）及び（Ⅴ）は大臼歯に使用した場合に限り算定できる。 

（３）略 

（４）CAD/CAM 冠用材料（Ⅲ）及び（Ⅴ）を大臼歯に使用した場合及び CAD/CAM 冠用材料

（Ⅳ）を前歯に使用した場合は、製品に付属している使用した材料の名称及びロット番号等を

記載した文書（シール等）を保存して管理すること（診療録に貼付する等）。 

歯科点数表 

M015-2 CAD/CAM 冠 

（１） 略 

（２） CAD/CAM 冠は以下のいずれかに該当する場合に算定する。 

イ 前歯又は小臼歯に使用する場合 

ロ 上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持がある患者に対し、過度な

咬合圧が加わらない場合等において、CAD/CAM 冠用材料（Ⅲ）を第一大臼歯に使用

する場合 

ハ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、CAD/CAM 冠用材料

（Ⅲ）を大臼歯に使用する場合（医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の

医師との連携の上で、診療情報提供（診療情報提供料の様式に準ずるもの）に基づく

場合に限る。） 

二 大臼歯に CAD/CAM 冠用材料（Ⅴ）を使用する場合 



（３）～（５）略 

（６） CAD/CAM 冠用材料（Ⅴ）を使用した CAD/CAM 冠を装着する場合、歯質に対する

接着力を向上させるためにサンドブラスト処理及びプライマー処理を行い接着性レジン

セメントを用いて装着すること。 
 

～県歯注釈～ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

「令和５年 12 月 31 日までに電子情報処理組織の使用による請求を 
開始することとしている医療機関等における医療情報・システム 
基盤整備体制充実加算の特例について（注意喚起）」について 

 
 

当該加算のオンライン請求に係る特例では、本年 12 月 31 日までにオンライン請求を開始する

旨の届出を行うことが要件とされておりますが、当該特例に係る届出を行ったにもかかわらず、未だ

オンライン請求を開始されてない医療機関が確認されております。 

なお、期日である 12 月 31 日時点でオンライン請求が開始されていない場合には、届出時点で

当該要件を満たさなかったものとして取り扱うとされており、算定開始日から遡って当該加算の

算定額を返還する必要があります。 

つきましては、該当する医療機関においては可及的速やかにオンライン請求を開始（12 月 31 日

までにオンライン請求に関する届出を支払基金に提出）いただきますようよろしくお願いいたします。 
 
 
 

「医療機関等向け総合ポータルサイト」への医療扶助 
（オンライン資格確認）に関するお知らせの掲載について 

 
 
日本歯科医師会より表記の周知依頼がありました。 

医療扶助のオンライン資格確認等に関する概要のほか、その導入経費に係る助成金について

詳細な内容等を「医療機関等向け総合ポータルサイト」に掲載開始いたしました。 

URL(https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=oqs_csm_top） 

をご参照ください。 

 

掲載された医療扶助に関するお知らせについてご確認よろしくお願い致します。 

 

 

CAD/CAM 冠用材料（Ⅴ）は条件なく全ての大臼歯に使用可能ですが、CAD/CAM 冠を装着

する場合、サンドブラスト処理及びプライマー処理を行い接着性レジンセメントを用いて装着する

こと、製品に付属している使用した材料の名称及びロット番号等を記載した文書（シール等）を

保存して管理すること（診療録に貼付する等）となっております。 

CAD/CAM 冠用材料（Ⅴ）を使用した場合の請求点数は 1,815 点です。 

CAD/CAM 冠用材料（Ⅲ）については従来通りの取り扱いとなっております。 


